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東
京
２
０
２
０
組
織
委
員
会
で
は
、
同

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
対
象
を
拠
点
に
持
ち
込

ま
れ
た
小
型
家
電
な
ど
に
限
定
し
て
い
ま

し
た
が
、さ
ら
に
回
収
量
を
増
や
す
た
め
、

行
政
回
収
し
た
小
型
家
電
も
対
象
と
す
る

よ
う
制
度
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

　
市
で
も
、
各
家
庭
か
ら
排
出
し
た
小
型

家
電
の
日
に
回
収
し
た
資
源
を
、
す
べ
て

国
の
認
定
事
業
者
に
引
き
渡
し
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
メ
ダ
ル
制
作
に
協
力
し
ま
す
。

▼
引
き
続
き
拠
点
回
収
に
ご
協
力
を
～
金

メ
ダ
ル
一
つ
を
日
野
市
か
ら

　

回
収
し
た
資
源

は
鍵
の
か
か
る
保

管
庫
で
保
管
し
国

の
認
定
事
業
者
に

引
き
渡
し
て
い
ま

す
。
引
き
渡
し
た

小
型
家
電
は
、
破

砕
処
理
を
行
い
金

属
資
源
を
回
収
し

て
い
ま
す
。

　

特
に
銀
含
有
率

の
高
い
パ
ソ
コ
ン

回
収
が
不
足
し
て

い
ま
す
。
ご
家
庭
で
不
要
な
パ
ソ
コ
ン
が

あ
り
ま
し
た
ら
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

回
収
ボ
ッ
ク
ス
設
置
場
所
市
役
所
１
階
市
民

相
談
窓
口
、七
生
支
所
、豊
田
駅
連
絡
所
、

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
※
回
収
ボ
ッ
ク
ス
投

入
口（
５
㌢
×
30
㌢
）に
入
ら
な
い
も
の
は

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
み
で
受
付

問
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課（
☎
581
・
０
４
４
４
）

そ
の
他

水
道
使
用
の
開
始
・
中
止
は
東
京
都
水

道
局
多
摩
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー
へ

受
付
時
間
月
曜
〜
土
曜
日
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
８
時
※
祝
日
を
除
く

問
同
セ
ン
タ
ー（
☎
０
５
７
０
・
091
・
100

※
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
、
☎
042
・
548
・
５
１
０

０
）

▼
３
月
後
半
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［
16
日
］市
議
会
定
例
会（
一
般
質
問
）［
1₇

日
］日
野
市
社
会
福
祉
協
議
会
法
人
化
50

周
年
記
念
式
典
、
日
野
市
生
物
多
様
性
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム［
20
日
］農
業
委
員
会
臨
時
総

会
、
手
話
講
習
会
閉
講
式［
21
日
］ 日
野
交

通
安
全
フ
ェ
ス
タ［
23
日
･
26
日
･
2₇
日
］ 

市
議
会
定
例
会（
一
般
会
計
予
算
特
別
委

員
会
） ［
28
日
］ 

市
議
会
定
例
会（
特
別
会

計
予
算
特
別
委
員
会
）［
2₉
日
］ 

東
京
都

十
一
市
競
輪
事
業
組
合（
理
事
会
・
議
会

臨
時
会
）、
東
京
都
四
市
競
艇
事
業
組
合

（
理
事
会
・
組
合
臨
時
会
）［
30
日
］市
議

会
定
例
会（
審
査
報
告
、
議
案
上
程
）

問
市
長
公
室
秘
書
担
当
代
表
☎

区分 目標値 回収量 残り
パソコン 1，000台 436台 564台

携帯電話
2，000台

1，760台 目標は達成しま
したが引き続き
回収していますその他 591台

■国民健康保険税課税方式などが変更
　市町村単独で運営していた国民健康保険は、制度の広域化によ
り、今年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、同一都道
府県内での転居は国民健康保険の資格が継続されます。
　また近年の核家族化や定年退職後の国民健康保険加入者の増加
などにより、一人加入世帯が約6割を超えるようになりました。こ
れまで3方式課税を採用してきた日野市においても、東京都内の多
くの区市町村が採用している2方式に改め、平等割額を廃止し、合
わせて均等割額を変更します。（別表1参照）
■国民健康保険税減免規定の変更
　刑事施設などへの被収容者である国民健康保険加入者に対する
減免規定を新たに設けます。
■地方税法改正による軽減世帯の拡充と課税限度額の引き上げに

ついて
①低所得世帯の均等割の軽減判定所得額を拡大します。（別表2

参照）
②課税限度額が引き上げられます。（別表1参照）

■入院時の食費と居住費の自己負担額が変わりました

　4月1日から、住民税課税世帯の方の入院時の食費の自己負担額
が、1食あたり360円から460円に変わりました。なお、住民税非課
税世帯の方の食費の自己負担額に変更はありません。
　また、65歳以上で療養病床に入院しており、入院医療の必要性の
高い方の入院時の居住費については200円から370円に変わりまし
た。
　詳細はお問い合わせください。
問 保険年金課給付係（国民健康保険☎514-8276）・高齢者医療係（後
期高齢者医療保険☎514-8293）

 別表1 ■税額などの新旧比較表（年税額）　 
区分 内容 新税額等

（A）
旧税額等

（B）
増減等

（C=A-B）

基礎課税額
（医療分）

所得割率 5.0% 5.0% 改定なし
均等割額（1人当たり） 27,000円 24,000円 3,000円
平等割額（世帯当たり）0円（廃止）6,000円 △6,000円
課税限度額 58万円 54万円 4万円

後期高齢者
支援分

所得割率 1.3% 1.3% 改定なし
均等割額（1人当たり） 9,000円 9,000円 改定なし
課税限度額 19万円 19万円 改定なし

介護納付金
分（40～64
歳）

所得割率 1.3% 1.3% 改定なし
均等割額（1人当たり） 12,000円 12,000円 改定なし
課税限度額 16万円 16万円 改定なし

合計

所得割率 7.6% 7.6% 改定なし
1人当たり年税額

（介護分含む） 48,000円 51,000円 △3,000円

1人当たり年税額
（介護分なし） 36,000円 39,000円 △3,000円

課税限度額 93万円 89万円 4万円

別表2 ■軽減判定所得比較表　 
区分 平成30年度 平成29年度
7割
軽減 33万円以下の世帯 33万円以下の世帯

5割
軽減

33万 円 ＋（27万5千 円 ×
加入者数）以下の世帯

33万円＋（27万円×加入者
数）以下の世帯

2割
軽減

33万円＋（50万円×加入
者数）以下の世帯

33万円＋（49万円×加入者
数）以下の世帯

※軽減判定所得は、国保に入っていない世帯主の所得も含む
※ 世帯内に国保から後期高齢者医療保険へ移った方がいる場合は、その

方の所得も含めて軽減判定を行います

1008413ID

国民健康保険1002784、後期高齢者医療保険1002819ID
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